
公表：平成31年3月25日 事業所名： 子ども育ちの家「て・い・く」

チェック表 はい

どちら
とも

いえな
い

いいえ 工夫している点 課題や改善すべき点など

①
利用定員が指導訓練室等
スペースとの関係で適切
であるか。

〇

プレールーム（2間）の他に
廊下を隔てた学習ルームも
必要に応じて個別支援のた
めに活用している。

裏の空き地を利用してバトミ
ントン、ミニサッカー等の軽
スポーツを実施している。さ
らにサーキット用のタイヤ等
を設置し内容を充実する。

②
職員の配置数は適切であ
るか。

〇

最低必要数（児童指導員2
人）から保育士（臨時1人）
を雇用し計3人。次年度から
職員を増員する予定であ
る。

4月から新たに職員を2人採用
し、充実した支援体制で臨
む。

③

事業所の設備等につい
て、バリアフリー化の配
慮が適切になされている
か。

〇

支援室の柱や窓ガラス、突
起物等にはクッション材を
付けるなど、安全面に配慮
している。構造上、玄関の
段差等の改築は難しいた
め、車いす利用者は職員が
抱える等の対応をしてい
る。

事業所は個人の住宅であり、
完全なバリアフリーは構造上
課題がある。しかし、可能な
限り段差等の解消に努める。

④

業務改善を進めるための
PDCA サイクル（目標設
定と振り返り）に、広く
職員が参画しているか。

〇

毎日の職員ミーティングで
当日の活動内容や利用者一
人一人の目標及び課題を明
確にしてして支援に当たっ
ている。

多機能事業所（午後から放課
後等デイサービス）であるた
め、ミーティングにの時間を
確保するための工夫が必要で
ある。

⑤

保護者等向け評価表を活
用する等により、アン
ケート調査を実施して保
護者等の意向等を把握
し、業務改善につなげて
いるか。

〇

開所2年目で、利用者数も少
なかったのでアンケート調
査は実施していない。今回
の自己評価の取組を通じて
以後継続していく。

ガイドラインの趣旨を踏まえ
つつ、保護者に分かりやすい
ような様式に変更していく。

⑥

この自己評価の結果を、
事業所の会報やホーム
ページ等で公開している
か。

〇
平成31年3月の便り及びホー
ムページに公開する予定で
ある。

ホームページは3月25日まで
に公開する。

⑦
第三者による外部評価を
行い、評価結果を業務改
善につなげているか。

〇

第三者委員会の委員は選出
しているが利用者が少な
かったので開催していな
い。平成31年度からは定期
的に開催予定である。

4月からほぼ定員を満たす予
定である。7月までに第1回目
を開催する。

⑧
職員の資質の向上を行う
ために、研修の機会を確
保しているか。

〇

市障がい保健福祉課及び障
がい支援センター等の研修
には勤務を調整して参加す
るようにしている。他にも
週休日には自主的に参加し
ている。

職員のスキルアップと他事業
所との連携のために今後とも
積極的に参加する。
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⑨

アセスメントを適切に行
い、子どもと保護者の
ニーズや課題を客観的に
分析した上で、放課後等
デイサービス計画を作成
しているか。

〇

個別支援計画は、保護者の
同意を得て、小中学校（担
任）にも公表している。保
護者、保育園（幼）との三
者連携が欠かせないと考え
ている。

個別支援計画は、保護者の同
意を得て、保育園（担任）に
も見ていただいている。保護
者、保育園（幼）との三者連
携が欠かせないと考える。

⑩

子どもの適応行動の状況
を図るために、標準化さ
れたアセスメントツール
を使用しているか。

〇

日々の活動をとおして利用
者の特性を把握し、支援計
画を立てている。今後は独
自のアセスメントツール作
成して支援計画に生かした
い。。

4月からはアセスメントシー
トを活用してモニタリングや
連携会議に臨む。

⑪
活動プログラムの立案を
チームで行っているか。

〇

週及び月単位で活動計画を
立てている。作成時は職員
ミーティングで内容を検討
している。

季節の行事や文化的行事は利
用者の意見を尊重して計画を
立てている。必要に応じて最
低限の自己負担が発生する場
合もある。

⑫

活動プログラムが固定化
しないよう工夫している
か。

〇

⑪と同様で、四季や文化的
行事、また、気候等も含め
活動プログラムを作成して
いる。

週のプログラムを基本にしな
がら、天候等によって室内・
屋外活動と柔軟性を持たせ
る。

⑬

平日、休日、長期休業に
応じて課題を決め細やか
に設定して支援している
か。

〇

長期休業中は普段できない
活動を、利用者の意見等を
参考に計画を立てている。
平日は時間が短いので、基
本プログラムからいくつか
選択できるようにしてい
る。

放課後等デイサービスは、学
校の教育活動と連動し、週及
び月単位、学期単位で支援計
画を作成するものと認識して
いる。

⑭

子どもの状況に応じて、
個別活動と集団活動を適
宜組み合わせて放課後等
デイサービス支援計画を
作成しているか。

〇

支援計画の項目には個別対
応と集団的活動を入れてい
る。よって、適宜、子ども
の様子で組み合わせてい
る。

2年目になり、利用者も
「て・い・く」に慣れてき
た。今後は個別活動に重点を
置く。

⑮

支援開始前には職員間で
必ず打合せをし、その日
行われる支援の内容や役
割分担について確認して
いるか。

〇

毎朝の職員ミーティングで
活動内容と個別の目標を共
有している。また、参加者
が曜日によって異なるた
め、随時グループを編成し
ている。

ミーティング時間の確保が課
題である。

⑯

支援終了後には、職員間
で必ず打合せをし、その
日行われた支援の振り返
りを行い､気付いた点等
を共有しているか。

〇

時間がある場合は活動の振
り返りをしている。できな
かった場合は、職朝ミー
ティングで行う。

短い時間を有効活用している
が、それでも時間が不足する
場合がある。

⑰

日々の支援に関して記録
をとることを徹底し、支
援の検証・改善につなげ
ているか。

〇 記録は欠かさず付けている。
担当を決めず、各々に記録を
取りながら振り返り時に情報
を共有している。
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⑱

定期的にモニタリングを
行い、放課後デイサービ
ス計画の見直しの必要性
を判断しているか。

〇

必要に応じて、関係者に同
席を依頼したり、出かけて
支援計画を元に検証するこ
ともある。

利用者に係る支援ネットワー
クをそれぞれに確立してい
く。

⑲
ガイドラインの総則の基
本活動を複数組み合わせ
て支援を行っているか。

〇

週の基本活動は、学齢、男
女等の参加状況に応じて複
数用意し、利用者が選択で
きるようにしている。

今後ともさらに内容を充実さ
せる。

⑳

障害児相談支援事業所の
サービス担当者会議にそ
の子どもの状況に精通し
た最もふさわしい者が参
画しているか。

〇
自発管だけでなく、時間等
を調整して担当者も同席し
ている。

相談事業所に要請し、必要に
応じて関係機関との連携会議
を開催することもある。

㉑

学校との情報共有（年間
計画・行事予定当の交
換、子どもの下校時刻の
確認等）、連絡調整（送
迎時の対応、トラブル発
生時の連絡）を適切に
行っているか。

〇

利用開始前には小中学校に
必ず出向き、送迎者の顔合
わせはもとより、敷地内の
安全確認、緊急時の連絡等
は徹底している。また、便
り配付のため、月1回は必ず
管理職にあいさつをしてい
る。

送迎だけでなく、事業所にお
ける活動内容や利用者の様子
等も学校側に知らせる。

㉒

医療的ケアが必要な子ど
もを受け入れる場合は、
子どもの主治医等と連絡
体制を整えているか。

〇

現在、看護師の配置もな
く、専門的な知識もないの
で、安全上から医療的ケア
児の受け入れは考えていな
い。

職員配置等の人的体制が課題
である。

㉓

就学前に利用していた保
育所や幼稚園、認定こど
も園、児童発達支援事業
等との間に情報共有と相
互理解に努めているか。

〇

保護者及び相談支援事業に
要請を受け、小学校の入学
時に他事業所と訪問し、福
祉と公教育の情報共有に努
めた。

移行支援として、今後も積極
的に取組む。

㉔

学校を卒業し、放課後等
デイサービス事業所から
障害福祉サービス事業所
等へ移行する場合、それ
までの支援内容等の情報
を提供する等している
か。

〇

開所2年目で、福祉事業等へ
就労した利用者はいない。
しかし、そうなった場合、
移行支援は重要であると認
識している。

該当の利用者がいた場合は必
ず移行支援会議を開催する。

㉕

児童発達支援センターや
発達障害者支援センター
等の専門機関と連携し、
助言や研修を受けている
か

〇

西区では定期的に発達支援
ネットワークを開催してい
る。毎回、職員で参加して
いる。また、熊本市主催の
ステップアップ研修等にも
参加している。

外部機関等の要請には常に応
じて指導助言を受ける体制で
ある。研修等には今後とも積
極的に参加する。

㉖

放課後児童クラブや児童
館との交流や障害のない
子どもと活動する機会は
あるか。

〇

近隣小学校の育成クラブは
いずれも100人を超えてお
り、小規模な当該事業所と
どう交流するかは今後の課
題である。

保護者や当該事業所からの依
頼があれば、可能な範囲で実
施する。
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㉗
（地域自立支援）協議会
等へ積極的に参加してい
るか。

〇

協議会から障がい児通所支
援事業所への参加の要請は
現時点ではない。あれば是
非、参加したいと考えてい
る。

案内があれば出席する。開催
状況等の情報が不足してい
る。

㉘

日頃から子どもの状況を
保護者に伝え合い、子ど
もの発達の状況や課題に
ついて共通理解を持って
いるか。

〇

日々連絡帳をとおして、家
庭における子どもの体調等
を把握し支援に臨んでい
る。事業所での活動につい
ては、詳細に記載して家庭
に知らせている。

連絡帳の提示がなくても活動
状況やその日の様子は必ず伝
える。

㉙

保護者の対応力の向上を
図る観点から、保護者に
対して家族支援プログラ
ム（ペアレント･トレー
ニング等）の支援を行っ
ているか。

〇

定期的に講師を招聘して、
「りょういく懇談会」を開
催しているが、確立された
ペアレントトレーニングま
でには至っていない。

保護者に、療育の専門家を紹
介し、当事業所で個別面談を
実施している。

㉚

運営規程、利用者負担等
について丁寧な説明を
行っているか。

〇
契約時に資料等を提供し、
十分納得、了承を得た上で
利用契約をしている。

説明資料を精査し、内容の理
解に努める。

㉛

保護者からの子育ての悩
み等に対する相談に適切
に応じ、必要な助言と支
援を行っているか。

〇

保護者の要望に応じて、外
部から療育の専門家を呼ん
で、個別の療育相談会を実
施している。（7回）

当事業所の特色として、今後
とも内容を充実させる。

㉜

父母の会の活動を支援し
たり、保護者会等を 開
催する等により、保護者
同士の連携を支援してい
るか。

〇
りょういく懇談会を学期毎
に開催し、保護者間の情報
共有の場にしている。

当該事業所以外の保護者参加
が多い。アンケート等を取り
ながら期日や内容を設定す
る。

㉝

子どもや保護者からの相
談や申入れについて、対
応の体制を整備するとと
もに、子どもや保護者に
周知し、相談や申入れが
あった場合に迅速かつ適
切に対応しているか。

〇

保護者の依頼による関係機
関（学校）との連携会議に
は必ず出席している。突発
的な依頼にも迅速に対応し
ている。

個人情報保護の範囲内で事業
所内における活動の様子を提
示する。

㉞

定期的に会報等を発行
し、活動概要や行事予
定、連絡体制等の情報を
子どもや保護者に対して
発信しているか

〇
事業所便りを定期的に発行
し、保護者、関係機関、地
域等に配付している。

月1回の配付を目指し、充実
した内容にする。（開所当時
から9号）

㉟
個人情報の取扱いに十分
注意しているか。

〇

個人情報に関する同意書を
保護者と交わしている。そ
の際、個別支援計画の提示
（連携のための資料）や画
像の取扱い等について承諾
を得ている。

ホームページを作成している
ので、活動紹介等については
今後とも十分配慮する。

㊱

障がいのある子どもや保
護者との意思の疎通や情
報伝達のための配慮をし
ているか。

〇

日々の連絡帳や、Eメール等
で利用者の体調等について
保護者と情報を共有してい
る。

緊急時の連絡等をリアルタイ
ムで行う場合は、携帯メール
が欠かせない。
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㊲

事業所の行事に地域住民
を招待する等地域に開か
れた事業運営を図ってい
るか。

〇

もちつき会では、地域の方
にボランティアを依頼し
た。自治会長を始め複数の
来所があった。また、定期
的に発行する便りを地区役
員やご近所に配付して理解
啓発を図っている。

当該事業所の方針として、地
域の方々が参画できるような
行事を計画する。

㊳

緊急時対応マニュアル、
防犯マニュアル、感染症
対応マニュアル等を策定
し、職員や保護者に周知
するとともに、発生を想
定した訓練を実施してい
るか。

〇

各マニュアルを作成してい
るが、保護者へは知らせて
いない。HPや便りをとおし
て周知したい。訓練は火災
訓練のみなので今後は、不
審者対応訓練も取り入れて
いきたい。

ホームページや便りをとおし
て周知する。避難訓練は火災
のみなので今後は、地震や不
審者対応も実施する。

㊴

非常災害の発生に備え、
定期的に避難、救出その
他必要な訓練を行ってい
るか。

〇

マニュアルを作成し、職員
への周知を徹底するととも
に、利用者の避難訓練を実
施している。

これまで利用者数が少なかっ
たので、定期的な訓練までに
は至っていない。4月以降は
学期ごとに実施しる。

㊵

虐待を防止するため、職
員の研修機会を確保する
等、適切な対応をしてい
るか。

〇
職員の倫理綱領に謳ってい
る。定期的に読み合わせな
どをしている。

マスコミ等で話題になる度に
個々の職員に自覚を促してい
る。

㊶

どのような場合にやむを
得ず身体拘束を行うかに
ついて、組織的に決定
し、子どもや保護者に事
前に十分に説明し了解を
得た上で、放課後等デイ
サービス支援計画に記載
しているか。

〇

入所時、身体拘束に関する
同意書を保護者から取って
いる。
その際、本人及び他の利用
者の安全確保をするための
最低限の対応をする場合が
有ることについて同意を得
ている。

同意書には当該事業所の責任
者と個々の利用者に担当を割
り振って自覚を促している。
個別支援計画には、事前の聞
き取りにより、必要に応じて
支援計画に記載する。

㊷

食物アレルギーのある子
どもについて、医師の指
示書に基づく対応がされ
ているか

〇

食事の提供はしていない。
また、食アレルギーについ
ては入所時に必ず確認して
いる。現在、該当者はいな
い。

保護者と今後とも食アレル
ギー等につて個別に情報を共
有していく。

㊸

ヒヤリハット事例集を作
成して事業所内で共有し
ているか

〇
事例集まで至っていない
が、報告書は作成してい
る。

4月以降に他事業所等の例を
参考にして、事例集を作成す
る。
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